
埼玉県内の花き生産団体及び個人生産者約200名が
所属する県域団体であり、花きの需要拡大や技術研鑽等
に取り組み、県内花き産業の振興を図っています。

さいたまの花普及促進協議会が実施する
事業に参画できます。
・ 県産花きのＰＲ
・ 花きの流通の効率化に向けた検討
・ 高温対策等の技術の実証

サッカーの試合会場でのPR

〈花普及事業への参画〉
各種品評会やイベントに出品できます。
優れた出品物には農林水産大臣賞が表彰されます。
・ 関東東海花の展覧会
・ さいたま花の祭典

〈品評会への参画〉

関東・東海花の展覧会

本会及び全国団体が開催する研修会へ
参加できます。
・ 研修会の開催
・ 花植木専門研修

〈研修会等の開催〉
行政機関と意見交換を行い、速やかに

情報をお伝えします。
・ 埼玉の花植木大商談会の開催
・ 花き業界、政策等情報の収集
・ 行政機関等への要望活動、意見交換

〈販路開拓・情報収集〉

花植木専門研修 高温対策研修会 埼玉の花植木大商談会

簡易ミストや遮熱資材
による高温対策の実証 さいたま花の祭典



入会申込み用紙
フリガナ団

体
名 ※ 法人の場合は法人名、個人の場合は記入不要

フリガナ氏
名 ※ 団体・法人の場合は代表者名

〒 −住
所

TEL ( ) FAX ( )連
絡
先

携帯

E-Mail

入会を希望される団体、個人は事務局に申込み用紙を提出してください。

入会は、理事会を経て承認となります。
✿入会の条件
・ 埼玉県内で花き（花・植木）の生産を行う団体･個人（法人含む）
・ 個人（法人含む）の場合は、居住地に本会加盟団体がないこと

✿年会費(令和8年4月1日現在)
[団体] 平等負担（各団体10,000円）＋人員割負担（会員数×2,000円）
[個人（法人含む）] 7,000円

✿会員の特典
①本会が活動する事業に参加できます。
②国・県等の新しい制度や規制などの情報が入手しやすくなります。
③他地域花き生産者との意見交換や連携ができ、意見や要望を各方面に届けやすくなります。

✿お申込・お問合せ先
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県農林部生産振興課内

埼玉県花き園芸組合連合会 事務局
TEL︓048-830-4381 FAX︓048-830-4843 E-Mail︓a4130-10@pref.saitama.lg.jp


